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農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
中
「
で
あ
っ
て
、
そ
の
耕
作

の
業
務
の
規
模
が
対
象
農
産
物
の
効
率
的
な
生
産
を
図
る
上
で
適
切
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
就
農
者

第
二
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
と
は
、
対
象
農
産
物
の
う
ち
、
我
が
国
に
お
け
る
標
準
的
な

生
産
費
が
標
準
的
な
販
売
価
格
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
と
外
国
に
お
け
る

生
産
条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利
を
補
正
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
」
と
は
、
対
象
農
産
物
の
う
ち
、
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に

及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
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第
三
条
第
一
項
中
「
特
定
対
象
農
産
物
（
対
象
農
産
物
の
う
ち
、
我
が
国
に
お
け
る
標
準
的
な
生
産
費
が
標
準
的
な
販
売
価

格
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
と
外

国
に
お
け
る
生
産
条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
、
」
を
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
を
生
産
す
る

」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

当
該
年
度
に
お
け
る
対
象
農
業
者
の
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の
作
付
面
積
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
特
定
対
象
農
産
物
」
を
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、

特
定
対
象
農
産
物
」
を
「
、
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
に
、
「
特
定
対
象
農
産
物
の
」
を
「
年
度
に
お
け
る
当
該
生

産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の
」
に
、
「
期
間
平
均
生
産
面
積
」
を
「
作
付
面
積
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
対
象
農
産
物
」
を
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定

対
象
農
産
物
」
を
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
に
改
め
、
「
合
算
し
た
」
の
下
に
「
金
額
か
ら
、
調
整
額
（
同
項
第

一
号
の
交
付
金
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

控
除
し
て
得
た
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
対
象
農
産
物
」
を
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
に
改
め
、
同
条

第
六
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
定
め
る
」
を
「
定
め
、
又
は
調
整
額
の
算
定
に
係
る
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
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を
制
定
し
、
若
し
く
は
改
正
す
る
」
に
、
「
特
定
対
象
農
産
物
」
を
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
に
、
「
補
て
ん
」

を
「
補
塡
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
定
め
よ
う
」
を
「
定
め
、
又
は
調
整
額
の
算
定
に
係
る
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
を

制
定
し
、
若
し
く
は
改
正
し
よ
う
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
対
象
農
産
物
」
を
「
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
」
に
、
「
こ
れ
に
よ
る
対
象
農
業
者
の
農
業
経

営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
対
象
農
業
者
（
」
を
「
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
を
生
産
す
る
対
象
農
業
者
（

収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
に
係
る
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
交
付
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
の
予
算
に
係
る
新
法
第
三
条
第
一
項
各
号
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又
は
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
条
第
一
項
の

交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
七
年
度
の
予
算
に
係
る
新
法
第
四
条
第

一
項
の
交
付
金
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
対
象
農
業
者
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
対
象
農
業

者
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
十
一
条
第
一
号
中
「
期
間
平
均
生
産
面
積
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
平
均
生
産
面
積
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
「
作
付
面
積
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
期
間
平
均
生
産
面
積
」
を
「
作
付
面
積
」
に
改
め
る
。


